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第７回長野市都市計画マスタープラン改定専門部会 

意見一覧表 

項目 
第７回専門部会での発言等 

対応方針 
ご意見 事務局等の回答 

【都市計画マスタープラン（序・第1編）について】 

第１編 第１編の

見取り図

について 

今後のま

ちづくに

向けて認

識すべき

課題につ

いて 

〇P11、12について、「今後のまちづくりに向け

て認識すべき課題」の①～⑧がどの様に目標

につながっているかわからない。記載順も親

和性が高い順にしてはどうか。 

〇事務局でも対応表を作成した上

で、何がどこに対応しているのか

を確認した。1対1で対応していな

いので、目標１～３のなかでどこ

とより関連性が高いかということ

で対応関係を示している。 

➡P11、 12の見取り図につい

て、委員の意見も踏まえて再

構成を行う。 

〇①～⑧の課題に対応すれば目標１～３が達成

できると思われてしまうかもしれない。目標

１，２，３を縦に並べて、その下に各項目を

クロスして整理し、重点的なものに◎が付

き、次いで〇みたいな形で整理してはどう

か。 

○委員の案について、非常に良いア

イデアをいただいたので、修正案

の検討を行いたい。 

➡左記回答のとおり。 

分野別方

針につい

て 

〇1から順番にではなく、順番を変えているのは

なぜか。また、交通体系の1-1がないことも違

和感がある。 

〇いろいろな要素が絡み合っているので、きれ

いに整理しづらいことも理解できる。多少矢

印が交差してもよいので１から順にしてほし

いと思う。 

〇順序については交通、景観、防災

といった、都市計画マスタープラ

ンの一般的な順序としている。 

➡分野別方針の順序について、

番号順に修正する。 

資料２ 
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項目 
第７回専門部会での発言等 

対応方針 
ご意見 事務局等の回答 

 ４章と５

章の位置

づけ 

〇土地利用は分野別方針に入らないのか。土地

利用（４章）はそれぞれのゾーンの位置づけ

を明らかにし、その位置づけに応じた分野別

の方針があるという考え方だと認識してい

る。 

目指す都市構造にある「拠点」、「ゾーン」が

土地利用に、「軸」が分野別方針の交通に矢印

が向いていることに違和感がある。 

〇「拠点」、「ゾーン」、「軸」から出ている矢印

が逆に誤解を生んでいると思われる。第３章

から第４章・第５章に伸びている点線はなく

てもよいかもしれない。 

〇第３章、第４章、第５章をつなぐ矢印を入れ

ない方がわかりやすい。併せて、「拠点」、「ゾ

ーン」、「軸」の表記も不要であると考える。 

〇今回土地利用を個別にした意図と

しては、土地利用がすべての分野

（交通、景観、防災など）に関係

するためである。 

分野別方針の中にゾーンに特化し

た内容を盛り込むことをまずは検

討したい。 

また、第３章、第４章、第５章を

結ぶ矢印について、記載すること

でかえって誤解を生むかもしれな

いので、表現を修正する。 

➡第３章と第４章、第５章を結

ぶ矢印を削除する。 

➡分野別方針の項目に関連する

ゾーンの記述を追加する。 

第１章 

都市の特

徴 

③都市と

自然の近

接性 

〇P14の「主な自然資源の分布図」について、自

然資源として国定公園もある。また、市外の

情報は必要か。なお、アクセス性が悪い箇所

は不要と思われる。 

〇アクセス性がよいところであれば、記載して

もよいと考える。多少恣意的であっても整理

してもらえればよい。 

〇国定公園は自然の資源であるの

で、追加する。 

プロット範囲については、市内を

プロットできていれば、当該項目

で説明したいことが伝わるので、

市外のプロットは除外する。 

➡自然資源として、国定公園を

追加する。 

➡市外でプロットしている施設

について、アクセス性がよい

ところを残して除外する。 

移動手段

の動向 

〇P21に「KURURU（くるる）」の導入についての

記載があるが、現在はSuicaに変更となってい

る。 

 ➡KURURUにSuica機能が追加さ

れた旨を追記する。 
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項目 
第７回専門部会での発言等 

対応方針 
ご意見 事務局等の回答 

行政コス

トの推移 

〇P24の施設更新費用の表現について、「現在の

更新費用から2.7倍さらに増えた」という表現

になる。単純に「2.7倍」や「3.6倍」という

表現でよいのではないか。 

〇「増加」の表現は修正する。 ➡左記回答のとおり。 

第３章 

目指す都

市構造 

拠 点 、

軸、ゾー

ンの種別

と方針 

〇P32、33の拠点、軸、ゾーンの一覧表につい

て、配置方針と整備方針を分けて整理してわ

かりやすくなっているが、表としてうるさす

ぎる。 

〇指摘いただいた内容は実感してい

た。表現の方法を検討したい。 

➡左記回答のとおり。 

〇P32、33では、拠点は配置方針という表現でも

違和感がないが、ゾーンは違和感がある。「市

街化区域を基本に市街地ゾーンと位置付けて

いる」などの表現が適している。 

 ➡ゾーンに関して、「配置」と

いう表現から「位置づけ」と

いう表現に修正する。 

都市構造

図 

〇都市構造図では、現状で拠点となっていると

思われる支所がマークされていない。市とし

ては、将来的に拠点を外しておくイメージな

のか。 

〇都市構造図の戸隠支所の位置が間違っていな

いか。他図面との整合を図ってほしい。 

〇本図では、全支所をマークすると

煩雑になってしまうため、区域マ

スで拠点として位置付けている支

所を記載している。 

○支所の位置については、確認して

整合を図る。 

➡左記回答のとおり。 

〇「歴史文化観光エリア」について、エリア設

定の基準は風致地区の指定状況なのか。 

〇歴史文化観光エリアは「歴史的風

致維持向上計画」の重点エリアを

プロットしている。長野市では松

代、善光寺、戸隠、鬼無里を重点

地区に位置付けていて、歴史・文

化などの資源を観光に活かしてい

こうとする動きがある。 

➡左記回答のとおり。 
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項目 
第７回専門部会での発言等 

対応方針 
ご意見 事務局等の回答 

第４章 

土地利用

の方針 

土地利用

区分のイ

メージ図 

〇このイメージ図で交通、景観、自然環境など

が、それぞれのゾーンごとにどんなことをや

っていくのか示されていると、分野別の方針

の意図もわかると思われる。 

〇分野別方針と土地利用の区分が対応している

ところを整理し、P37で位置づけられるものは

うまく整理してほしい。 

 ➡分野別方針と土地利用の区分

が対応しているところを整理

する。 

〇将来の人口・都市機能の変化イメージについ

て、「将来人口・都市機能（目標）」の赤点線

は不要ではないか。趨勢から赤の矢印の部分

に居住誘導するという表現だけでよくない

か。 

〇委員に示していただいた方針で

「将来の人口・都市機能の変化イ

メージ」を修正したい。 

➡土地利用区分のイメージ図に

ついて、将来人口・都市機能

（目標）を示す赤点線を削除

し、将来人口・都市機能（趨

勢）を示す青点線に居住誘導

を行う箇所に矢印を配置し、

居住誘導したところだけ人

口・都市機能が引き上げられ

ていることがわかる表現に修

正する。 

市街地縁

辺部の居

住誘導に

ついて 

〇市街地縁辺部も居住誘導するのか。市街地縁

辺部も誘導することは、コンパクト・プラス

ネットワークの意図と合致するのか。もう少

しポイントを絞った方がよいのではないか。 

〇市街地縁辺部には区画整理した良

好な住宅地も含まれるので、居住

誘導区域としている。ただし、工

業地を除いている。 

➡左記の回答のとおり。 

第４章 

土地利用

の方針 

土地利用

区分ごと

の方針図 

〇P39の土地利用区分ごとの方針のイメージ図

（中心市街地）について、今後自転車レーン

を整備していくのであれば、追加した方がよ

い。 

 ➡今後、中心市街地において多

様な移動モードを選択できる

環境を整えたいため、自転車

レーンを描く。 

〇あまり現実的なイメージ図を作成しても面白

くない。多少デフォルメして、楽しげな絵に

なるようにしてほしい。 

 ➡デフォルメしながらも、わか

りやすい・楽し気なスケッチ

になるようにする。 
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項目 
第７回専門部会での発言等 

対応方針 
ご意見 事務局等の回答 

第５章 

分野別方

針 

交通体系

の方針 

〇P48の「②自転車利用を促進する通行環境の整

備」について、自転車の通行環境整備だけで

なく、駐輪場の整備については考えているの

か。 

〇直接的には交通政策の分野になる

が、篠ノ井駅や長野駅前の駐輪場

の建替え・整備を行っている。都

市計画分野でも、サイクル＆ライ

ドの考えはあるため、そういった

方向性も記載したい。 

➡駐輪場整備やサイクル＆ライ

ドなどの方向性を記載する。 

〇P52の「中心市街地の交通整備方針図」中の歩

行者優先道路について、中央通りと権堂通り

は同じ位置づけでよいのか。 

また、中央通りについては、歩行者優先で車

両通行を現在以上に規制する意図があるよう

にみえるが、どのように考えているか。 

〇権堂通りの歩行者優先道路はどこからの交通

を想定しているのか。また、この道路を指定

する位置づけがはっきりしない。 

〇権堂通りと善光寺表参道で歩行者

優先の度合いに差があっても、市

の大きな方向性として歩行者にと

って良好な空間を作っていきた

い。そのため、この図の表記のま

まとしたい。 

 

➡左記の回答のとおり。 

〇図では「路地の整備」とあるが、路地を歩き

やすくする整備を行うのか。 

〇面で人が歩きたくなる表現の工夫をすれば、

権堂通りの横軸が目立っているのが多少緩和

されるのではないか。 

〇歩行者中心のまちづくりという視点であれ

ば、「補助幹線道路の整備」の表記は必要なの

か。 

「歩行者中心のまちづくりの軸」などの表現

にし、その軸に路地の整備を加えて周遊でき

るような表現にして、歩行者のことに主眼を

置いていることを示せればよい。 

〇長野駅から善光寺の表参道がメイ

ンの通りだが、この軸が形成され

たからよいというものではない。

周辺にある店舗などに波及できる

ように面的に考えなければならな

いと考えている。横串となるよう

な路地の整備や景観に配慮して滞

在や滞留を促したい意図がある。 

➡歩行者中心のまちづくりの軸

を中心に、周辺の店舗などに

波及させる表現に修正する。 
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項目 
第７回専門部会での発言等 

対応方針 
ご意見 事務局等の回答 

景観づく

りの方針 

〇P67の「景観づくりの方針図」について、「特

色のある景観形成を特に推進する地区」につ

いて、具体的にどこを指しているのかがわか

らない。説明の記述が少しでもあるとよい。 

〇写真以外にも、前段の文章に追記してもよい

のではないかと考える。 

〇該当図について、長野市の景観計

画をもとにプロットしているが、

当計画でもこの解像度でしか示せ

ていない。そのため、案のように

地区を説明する写真を掲載したい

と考えている。 

 

➡左記の回答のとおり。 

都市防災

の方針 

〇支所と都市拠点の凡例が似ていてわかりにく

く、生活拠点がプロットされていないのはな

ぜか。 

〇拠点を見せるというよりも目印と

して中山間地域の支所がないと距

離感や場所がわかりにくいという

意味で支所をプロットしている。 

 

➡左記の回答のとおり。 

脱炭素や

省エネル

ギーの方

針 

〇P78の「めざす20年後の姿」の右下の矢印に

「温室効果ガスを出さない努力をしっかりし

た場合」とあるが、具体的な数値目標はどれ

くらいなのか。 

〇長野市環境基本計画にある図を加

工した図であり、当計画に基準の

記載があったと思われるので、確

認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➡長野市環境基本計画から目標

値を確認し、追記する。 
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項目 
第７回専門部会での発言等 

対応方針 
ご意見 事務局等の回答 

【立地適正化計画の改定に向けて】 

誘導区域、誘

導施設につい

て 

居住誘導区域 〇居住誘導区域内を重点的とそうでない箇所に

分けたのはよいと考える。ただ、設定基準は

あっても除外基準がない。 

防災の観点から除外する箇所、現状の人口密

度が低いところを除外するという基準があっ

てもよいのではないか。 

また、P17に現行計画の誘導施設の立地状況の

図があるが、長野駅前の清泉女学院大学など

は対象外なのか。 

〇重点的な箇所が今後、居住誘導区域を縮小す

るうえでのポイントだと思われる。 

〇居住誘導区域の設定にあたって、

除外する視点についてはその通り

であると考える。災害危険性がな

い箇所はおすすめという表現にな

るかもしれないが反映する。ま

た、人口密度について把握してい

るものもあるので、確認する。ま

た、清泉女学院大学が抜けてしま

っているので、修正する。 

➡左記回答のとおり。 

〇これから改善の見込みがないのに土砂イエロ

ーを居住誘導区域に含めてもよいのか。 

居住誘導区域の設定として、重点的な居住誘

導区域とその他の居住誘導区域に加え、居住

誘導区域ではあるが誘導しない区域の分類を

追加するべきではないか。少なくとも、イエ

ローゾーンの区域には「誘導」という誤解を

生む表現を使うべきではないと思われる。 

〇長野市は農業用水路が多くあり、ゲリラ豪雨

で内水氾濫することも多いので、その点も検

討する必要する必要があるのではないか。 

〇現状でも住居がある程度の密度で

立っており、市街化区域であるこ

とを踏まえると、資産価値を守る

という点からも、居住誘導区域か

ら除外するというのは難しいと考

えている。 

➡土砂災害警戒区域は、重点的

な居住誘導区域からの除外を

検討する。 
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項目 
第７回専門部会での発言等 

対応方針 
ご意見 事務局等の回答 

〇災害リスクと居住誘導区域の関係について、

令和33年には浸水リスクがなくなる想定だ

が、河川工事が終わるまでは災害リスクがあ

る。その状態で居住誘導を図るのは望ましく

ない。 

〇段階的に居住誘導区域を狭めていく議論と、

将来的に安全なので誘導区域にする議論は別

物で、きちんと避難誘導できる体制が整って

いるなどの理由付けができない限り、災害リ

スクがある箇所は基本的に居住誘導区域に含

めるべきではない。 

〇復興が進んでいる令和元年東日本

台風の浸水範囲の取り扱いや長野

市が合併を繰り返している歴史、

長野市特有の地形等の状況を踏ま

えて検討する必要がある。 

➡1/30の浸水想定区域は、重点

的な居住誘導区域からの除外

を検討する。 

 

〇人口減少社会のなか、人口集約・コンパクト

シティ化するのであれば、居住誘導区域を減

らすべきではないのか。 

〇福山市では、「2050年居住誘導区域想定エリ

ア」を設定して、現状では無理でも将来的に

狭めることを示している事例もあるので、参

照してほしい。 

〇重点的に誘導する場所、何もしなくても人が

集まりそうな場所、今あるコミュニティを維

持するために支援していく場所の3段階に分け

られると思う。 

〇居住誘導区域を設定した後に、区

域を狭めるのはハードルが高い。 

➡現行計画の居住誘導区域の縮

小のご意見があることを踏ま

えて、将来を見据えて重点的

な居住誘導区域をどのような

位置づけにするのかを検討す

る。 

➡委員のご意見を踏まえて、居

住誘導区域の区分の可能性を

検討する。 

誘導施設 

 

 

 

 

 

〇例えば、商業施設を誘導施設として設定する

ことで、開発しやすくなるのか。 

〇誘導施設に設定されても、開発が

急にしやすくなることはないと思

われる。ただ、商業や業務施設は

中心市街地で集積させるなどの方

向性は今回の改定で示さなければ

ならないと考えている。 

➡左記の回答のとおり。 
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項目 
第７回専門部会での発言等 

対応方針 
ご意見 事務局等の回答 

誘導施設 〇区域設定について、同じ区域であってもエリ

アごとで特色を持っているため、エリア別に

誘導施設を変えていってもよいのではない

か。 

〇長野市にどのような施設が立地することが望

まれているかなど市民アンケートで回答され

ているので、その要素を取り込んでいければ

と思っている。 

〇エリアごとに特色があるというこ

とはその通りであると考える。ど

ういった施設が適切なのか検討し

たい。 

➡都市機能誘導区域の中の性格

を考慮したエリア設定の可能

性について検討を行う。 

➡今回の誘導施設の見直し案と

アンケート結果の関係を整理

する。 

〇都市マスにも関連するが、篠ノ井や北長野、

松代といった同じ都市拠点でも異なる性格を

持っていることを明確にした方がわかりやす

い。文言とイラストが一致していないように

思われる。 

〇見せ方、表現を修正する。 ➡都市マスの表現も含めて、同

じ都市拠点でも性格が異なる

旨の表現に修正する。 

〇個人的には図書館が欲しい。建物が古く、小

さく、利用しにくい。全国では新しい図書館

を拠点に交流人口を増やすなど、新しい可能

性を創出している。 

 ➡誘導施設を検討する際の参考

とする。 

誘導施策 〇P23で居住誘導区域に関する数値目標で、R8

目標値をR5時点で上回っている表現になって

いるが、人口密度に関しては減っている状況

であるため、楽観視したように書かれるのは

危険。書きぶりに気を付けてほしい。 

 

 ➡人口密度に関して、平成27年

の基準値より下回っており、

令和５年実績値の水準を維持

する必要がある旨を追記す

る。 

防災指針について 

 

 

 

〇P38の洪水の防災施策について、全域での対策

に加え、避難場所から遠い箇所は別途避難場

所を整備するといった方針の方がよいのでは

ないか。 

 ➡洪水に対する施策について

は、避難場所等の考え方を改

めて整理する。 
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項目 
第７回専門部会での発言等 

対応方針 
ご意見 事務局等の回答 

防災指針について 〇避難所の開設は、応急危険度判定の資格を持

った建築士が現地で安全性を確認して開設で

きる手順だが、P39にあるように「住民による

避難所開設・運営訓練の実施」は可能なの

か。 

〇耐震化されている状況であれば建築士の派遣

が不要なので、すぐに住民の判断で避難開始

ができる。避難所の耐震化率を100％にしてほ

しい。 

〇市有施設における被災時の運用で

は、被災後、市の職員が確認し避

難所を開設することとなってい

る。しかし、公民館などの市有施

設以外はその通りではないため、

指定避難所になっていない状況と

なっている。この件は別途整理す

る。 

➡左記の回答のとおり。 

 


